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　我が国は、超高齢社会に突入し、何かしらの疾患や障害のある方が増えています。さらに、

医療の進歩は目覚ましい発展を遂げ、これまで生命を脅かしていた疾患があっても生命維持

が可能となりました。健康に育つ場合もありますが、なかには何かしらの障害を負ってしま

う人もいます。これらの背景によって少子高齢化ならびに人口減少が叫ばれるなか、障害児

者の占める割合は増えています。

　一般歯科診療における歯科衛生士の果たす役割が大きいことは言うまでもありません。歯

科診療の対象が障害児者となると、よりその必要性、重要性が増します。治療をする際に歯

科医師は口腔内に専念するため、患者の緊張や不安のサインなどを察知するのが歯科衛生士

です。これがとても大切な役割なのです。

　また、障害者歯科医療では多くの疾患や障害のある人を対象とするため、医療安全の観点

からもその特性を熟知して対応しなければなりません。そのためには多くの知識を得ておく

必要があります。本書で学び蓄えた知識を臨床の場で生かすことによって、多くの障害児者

や要介護高齢者に適切な歯科医療を提供できるのです。

　近年、国民の健康の維持・増進に寄与するために歯科衛生士のニーズは高く、社会に欠か

せない存在となっています。地域包括ケアのもと、多職種連携が重要な時代になりました。

口腔領域からは、歯科医師のみならず歯科衛生士の活躍が必要で、すでに多くの場面で歯科

衛生士は活躍しています。その対象となる患者の大半が障害児者です。そのため障害者歯科

学の卒前教育はこれまで以上に大切です。国家試験にも多くの問題が出題されるようになっ

たことは、それだけ社会のニーズに答えなければならないということでもあります。

　歯科衛生士は口腔の健康管理の一役を担う大切な存在です。歯科衛生士という職業は今後、

ますます需要の高まる職種です。本書をとおして、社会に貢献できる人物になることを切に

願います。

　なお、本書は大きくリニューアルし４版の発刊に至りました。ご多忙のなか、ご執筆いた

だいた著者の皆様に厚く御礼を申し上げます。また、細部にわたる資料の確認や原稿の調整

など編集の労をおとりいただいた、裏辻様をはじめとする永末書店編集部の皆様に御礼申し

上げます。

2026 年 2 月

編集主幹　野本たかと
梶　美奈子
小松　知子
岡田　芳幸
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１　診療・治療時の対応
２　基本的な行動調整法
３　薬物を用いた行動調整法
４　特殊な行動調整法
５　医療安全

第３章

障害児者の歯科的対応
と診療補助

３
●❶ 	障害特有の問題だけでなく、全身状態などにも配慮して安全な治療が
行えるように歯科衛生士業務にあたる。

●❷ 	知的発達症、自閉スペクトラム症では、個々の発達年齢やレディネス
を把握し、予定の処置内容を写真や絵カードを用いて視覚的に提示し
見通しをもたせる。

●❸ 	脳性麻痺では、筋の緊張や不随意運動をコントロールし、全身状態に配慮した姿勢をとる。

●❹ 	脳血管疾患発症の要因となった基礎疾患や服用薬などを確認する。

●❺ 	障害者とのコミュニケーションには、障害にあわせた各種対応法の応用が重要である。

●❻ 	TEACCHプログラムは、構造化の代表的な方法である。

●❼ 	トレーニングでは、学習理論に基づく技法を用いて、歯科治療への適応行動を得るよう
にする。

●❽ 	吸入鎮静法では、20～30％の亜酸化窒素（笑気）を酸素と混合して吸入する。

●❾ 	静脈内鎮静法は、鎮静度によって「意識下鎮静」と「深鎮静」に分けられる。

●❿	静脈内鎮静法と全身麻酔の選択は、治療内容、所要時間、患者背景などを総合的に考慮
し決定される。

●⓫ 	身体抑制法の適応には、十分な配慮が必要である。

●⓬ 	医療面接では、患者の有する感染症の情報も忘れずに聴取する。

●⓭ 	歯科診療時に把握するバイタルサインと主な測定値を理解する。

●⓮ 	緊急時の対応の流れを把握し、予測される不測の事態に備える。

おぼえよう

医療面接・情報の収集・障害の把握と
その対応

1

１）医療面接・情報収集・情報の把握
医療面接では、患者を心身ともに理解するためにあらゆる情報を収集し1）、
患者やその家族、介助者にも配慮してコミュニケーションをとらなければなら
ない。特に初診時は、患者自身は初めての歯科医院に戸惑い、家族も緊張して
いることが多いため、しっかりと話を聞くための環境にも配慮が必要となる。
具体的には、予約時間を工夫して比較的余裕のある時間を選ぶことや、区切
られた空間や部屋の環境設定も必要となる（図１）。周りに人がいない適切な
環境で医療面接を行うことで、プライバシーにかかわる内容なども話しやすく
なる場合がある。なかには、自分の子どもの障害を受容しきれていない保護者
や子ども自身に障害を隠している保護者もいるので十分に注意が必要である。

医療面接

診療・治療時の対応１

図１　医療面接時の空間への配慮
a：区切られた空間　b：個室の使用

a b

２）計画の立案と患者への対応
初診時の医療面接によって得られた患者情報や口腔内の状況などから、治療
計画や口腔健康管理のための計画を立案する。しかし、医療面接はあらゆる場
面で行う必要があり、状況によっては計画の見直しが必要な場合がある。歯科
衛生士は常に患者と保護者（介助者）に寄り添い、情報を聞き取る力をもち、
相談しやすい雰囲気をつくるように心がける。
初診時の一度の問診ですべてを把握することは難しく、何度か接することで
信頼関係が構築され収集できる情報もある。
医療面接によって得られた情報をもとに患者対応を行うが、障害の程度や感

障害の受容
→ 1章「3．障害の
発見（発生）と受容、
虐待」参照


